
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

住所：〒427-0111 島田市阪本 4251-9        

2024.12.1作成

５つの支援領域からお子様をサポートします！！ 

こども家庭庁はＲ６年度から、放課後等デイサービスの事業に対し、総合的な支援の展開と全ての利用児が個々の特

性を踏まえた偏りのない支援を受けられるよう、５領域とのつながりを明確にした支援プログラムの作成・公表を義務

付けています。当事業所では、将来に大きな希望や可能性がある子どもたちと共に支えあい学びながら、一人ひとりの

個性に合わせたスキルＵＰを支援し、社会に出るまでに『生きる力』を身につけることを目指します。    

※ 家族支援、ライフステージに合わせた移行支援、地域支援、他事業所との交流等も行います。              

※ 『5領域』とは、子どもが将来、日常生活・社会生活を円滑に行えることを目指す支援のことです。 

 

 

 
 

・筋力維持と強化  

・姿勢（座位）の保持 

・自力での移動や歩行 

・スヌーズレン（光、

音楽、触覚、香り等

の感覚刺激）活動 

・音楽遊びなど 

 

・読み書き能力の向上 

・ボランティアの受け入れ

（中・高生ボランティア、

読み聞かせ団体等） 

・他事業所（放課後等デイサ

ービス）との交流 

・外部の人とのやりとりなど 

 

【健康・生活】 【運動・感覚】 

【認知・行動】 

【言語・コミュニケーション】 

【人間関係・社会性】 

・健康状態の      

維持・改善 

・基本的生活スキル    

の獲得 

・生活リズムや       

生活習慣の形成 

本人支援 

・姿勢と運動・ 

 

・保有する感覚の 

・姿勢と運動・動作の 

 

・認知の発達と 

 

・空間・時間、 

 

・言語の形成と活用 

 

・コミュニケーションの 

 

・コミュニケーションの手段の選択と活用 

 

基礎的能力の向上 

 

 

形成の習得 

 

適切な行動の 

 

行動の習得 

 

補助的手段の活用 

 

総合的な活用 

適切認知と 

・他者との関わり 

（人間関係） 

・自己の理解と 

 行動の調整 

・仲間づくりと 

 集団への 

 

・あいさつ  

・順番やルールの習得 

・模倣・集団遊び 

・余暇を広げるための

個別活動（手芸・工

作）など 

・食育 

・身辺自立（整理整頓、  

食事、着替え、排泄など） 

・健康チェックなど 

 

数等の概念 

 

の形成 

見学、随時受け付けております。（担当：西永、五條）  電話：0547-39-3570 

 

月に１度、土曜開所を行います。 

放課後では体験できない活動やおでかけを通し、文化や芸術に触れ、豊かな心を育てます。 

土曜開所 

支援 支援 

支援 

 

・ツールの活用 

・交通ルールの習得 

・社会的ルールとマナーの

習得など 

 

支援 

支援 

・言語の需要及び表出 

 

習得 

 

動作の向上 

 

参加 

 

・対象や外部環境の 

 

経営理念 

子どもたちの未来を創る 

 


